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１法人の長によるメッセージ 

 

国立科学博物館は，1877（明治 10）年に創立された，日本で最も歴史のある博物館の一つであり，自然

史・科学技術史に関する国立の唯一の総合科学博物館です。 

 

当館は，日本及びアジアにおける科学系博物館の中核施設として，主要な三つの事業（調査研究，標本

資料の収集・保管，展示・学習支援）を推進しています。これらの事業を 1931（昭和 6）年，上野公園内に完

成した日本館（重要文化財指定）と，それに隣接して建設した地球館，また筑波地区の実験植物園や研究棟，

標本棟，さらに港区白金台の附属自然教育園（天然記念物及び史跡指定）の主に三地区で展開しています。 

 

令和元年度，当館は新たに「科学系博物館イノベーションセンター」を設置しました。同センターは，当館の

主要な事業におけるコンテンツやノウハウといった博物館資源を最大限に活用した新たな企画などを通じて，

地域の博物館や国内外の様々なセクターとともに博物館活動の推進を目指しています。  

 

当館の活動は，長い歴史の中で，他の博物館や研究機関，企業，地域等からのご支援・ご協力等を賜り

ながら進められてきました。当館のこれまでの歴史を踏まえつつ，今後も更なる発展を期したいと考えており

ます。 

 

本事業報告書を通じて，当館の活動について広くご理解いただき，引き続き皆さまからの温かいご支援を

賜りますよう，お願い申し上げます。 

 

 

 

独立行政法人 国立科学博物館長 

林 良博 

 

 

 

キャッチコピー・シンボルマーク・ロゴ 

 

当館は平成19年に開館130周年を迎えるとともに，十数年にわたる建

物の新築，改修と展示工事を終えて，すべての常設展示の公開を開始

いたしました。この大きな節目の年に，キャッチコピーを「想像力の入口」

と定め，それにふさわしい新しいシンボルマークも作成しました。 

シンボルマークの全体の形は，リズミカルな放物線を描き，人々にさ

まざまな想像を促します。 

当館は，多彩な事業によって「感動から知識へ」の場を用意し，人々

の想像力を刺激し，好奇心をかきたてる場でありたいと考えています。

キャッチコピーはそのような当館の在り方を踏まえたものであります。ま

たシンボルマークは，見方によって恐竜やサメの歯，門のように，また

個々の形は，花びらや炎が揺らめきながら広がっていくようにも見え，様々なものを想像していただけるデザ

インとしました。 
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２法人の目的，業務内容 

 

（１）法人の目的 

独立行政法人国立科学博物館は，博物館を設置して，自然史に関する科学その他の自然科学及びその

応用に関する調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集，保管（育成を含む。)及び公衆への供覧等を

行うことにより，自然科学及び社会教育の振興を図ることを目的としております。（独立行政法人国立科学博

物館法第３条） 

 

（２）業務内容 

国立科学博物館は，以下の３つを主要な事業として活動しています。 

（ア）調査研究 

地球や生命の歴史，人類の歩みである科学技術の歴史に関する調査や研究を推進し，科学的探究を

深めます。 

（イ）標本資料の収集・保管 

自然科学等に関する標本や資料を集め，人類共通の財産として将来に継承します。 

（ウ）展示・学習支援 

研究の成果やコレクション等を活用し，人々が自然や科学技術に関心を持ち，考える機会を積極的に

創出します。 

 

 

３政策体系における法人の位置づけ及び役割（ミッション） 

 

第 5 期科学技術基本計画(平成 28 年 1 月 22 日閣議決定)においては，経済・社会的な課題への対応を

推進していく政策の 4 本柱の一つとして位置づけ，1 地球規模の課題への対応と世界発展への貢献に向け

ました，生物多様性への対応等，2 国及び国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現に向けた

自然災害への対応等，3 国家戦略上重要なフロンティアの開拓に向けた，海洋立国に相応しい科学技術イノ

ベーション等，4 持続的な成長等に向けたものづくり・コトづくりの競争力向上などを，その重要政策課題とし

て示しています。 

また，もう一つの政策の柱である，科学技術イノベーションの基盤的な力の強化については，イノベーショ

ンの源泉としての学術研究・基礎研究やオープンサイエンス等の知の基盤の強化，次代の科学技術イノベ

ーションを担う人材等の人材力の強化などを強調しています。 

さらに，社会の多様なステークスホルダーとの対話・協働等の科学技術イノベーションと社会との関係深

化を重要事項として位置づけています。科学技術イノベーション総合戦略 2015(2015 年 6 月 19 日閣議決定)

においても，学術研究・基礎研究の推進，オープンサイエンスの推進，防災・減災に向けた研究開発や情報

共有の推進などが挙げられています。 

生物多様性国家戦略 2012-2020(平成 24 年 9 月 28 日閣議決定)では，生物多様性の保全と持続可能な

利用を国家戦略として位置づけ，その課題として，生物多様性に関する理解促進，生物多様性に関する調

査や教育を担う人材育成，基礎データとしての標本や資料の蓄積などを挙げ，特に文部科学省における具

体的施策として分類学研究の振興，標本資料の体系的収集と情報の共有などを示しています。 



3 

 

また，第 2 期教育振興基本計画(平成 25 年 6 月 14 日閣議決定)においては，我が国の危機を乗り越え，

持続可能な社会を実現するため，知識を基盤とした自立，協働，創造モデルとしての生涯学習社会の構築

を掲げ，その実現に向け，科学リテラシーなど含む，社会を生き抜く力の養成，イノベーションなどの未来へ

の飛躍を実現する人材の養成，地域における協働による課題解決の重要性などを示しています。 

さらに，「オリンピック・パラリンピックレガシー創出に向けた文部科学省の考え方と取組」(平成 27 年 4 月

10 日文部科学省)は，2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「2020 年東京大

会」という。)について，これまでの日本の科学研究の蓄積や科学技術の発展・成果を国内外へ発信する重

要な機会として位置づけています。 

 

 

４中期目標 

 

（１）科博が所掌する事務事業を取り巻く現状，科博が目指すべき姿 

国立科学博物館は，独立行政法人国立科学博物館法第 3 条にあるとおり，博物館を設置して，自然史に

関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集，保

管及び公衆への供覧等を行うことにより，自然科学及び社会教育の振興を図ることを目的としております。 

国立科学博物館はこれまで，自然史及び科学技術史の中核的研究機関としての役割を果たすとともに，

我が国の主導的な博物館として，自然科学と社会教育の振興を通じ，人々が，地球や生命，科学技術に対

する認識を深め，人類と自然，科学技術の望ましい関係について考察することに貢献することを使命とし，地

球と生命の歴史，科学技術の歴史の解明や，ナショナルコレクションの体系的な構築及び継承，並びに人々

の科学リテラシーの向上に資する事業を実施してきたところです。 

我が国の科学技術を取り巻く状況は，情報通信技術(ICT)の発展による世界的規模でのネットワーク化や

オープンイノベーション，オープンサイエンスの進展によって大きく変貌し，従来型の知の生産形態を超えた

新たな枠組みの構築が求められています。さらに経済や社会の構造が急速に変化する時代にあって，我が

国は，環境の著しい変化に伴う人類を含めた生物・生命や地球の持続可能性の危機などの地球規模の課

題解決や，それらの危機を乗り越えて持続可能な社会を実現することへの貢献が求められています。このよ

うな自然環境と社会環境の変化に対し，人々が自然及び科学技術に関する知識と科学的な考え方・態度を

持って適切に判断し行動できる総合的な能力である科学リテラシーの涵養が不可欠となっています。 

 

詳細につきましては，第 3 期中期目標をご覧ください。  

 

（２）一定の事業等のまとまりごとの目標の名称等 

科博における開示すべきセグメント情報は，「調査研究事業」，「収集保管事業」，「展示・学習支援事業」

の 3 つに区分しております。 
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（３）政策実施体系 

 

 

５法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 

 

【経営理念】 

国立科学博物館は，自然史及び科学技術史の中核的研究機関としての役割を果たすとともに，ナショナ

ルコレクションを体系的に構築，継承し，我が国の主導的な博物館として，社会教育の振興を通じ，人々が，

地球や生命，科学技術に対する認識を深めることに貢献します。 

 

【経営方針】 

科学博物館の業務は，法令及び業務方法書の定めるところに従い，適正かつ効果的な運営を行うととも

に，自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究並びにこれらに関する資

料の収集，保管(育成を含む。)及び公衆への供覧等を行うことにより，自然科学及び社会教育の振興が図ら

れるよう執行されなければならないとしております。 （業務方法書第二条） 

 

【職員行動指針】 

国立科学博物館の役職員は，役職員としての誇りを持ち，かつ，その使命を自覚し，次に掲げる事項をそ
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の職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として，行動しなければならない。 

１．職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等の不当な差別的取扱いを

してはならず，常に公正な職務の執行に当たらなければならない。 

２．常に公私の別を明らかにし，その職務及び地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のた

めに用いてはならない。 

３．法令及び科学博物館の諸規程により与えられた権限の行使に当たっては，当該権限の行使の対象と

なる者からの贈与等を受けること等の行為をしてはならない。 

４．職務の遂行に当たっては，公共の利益の増進を目指し，全力を挙げてこれに取り組まなければならな

い。 

５．勤務時間外においても，自らの行動が科学博物館の信用に影響を与えることを常に認識して行動しな

ければならない。 

 

 

６中期計画及び年度計画 

 

第 4 期中期計画（平成 28 年 4 月〜令和 3 年 3）に掲げる項目及びその主な内容と令和元年度の年度計

画との関係は次のとおりです。 

 

詳細につきましては，第４期中期計画及び年度計画をご覧ください。 

 

第 4 中期計画と主な指標等 令和元年度計画と主な指標等 

I 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

1 地球と生命の歴史,科学技術の歴史の解明を通じた社会的有用性の高い自然史体系・科学技術史体系の

構築を目指す調査研究事業 

1-1 標本資料に基づく実証的・継続的な基盤研究の

推進 

1-2 分野横断的な総合研究の推進 

1-3 研究環境の活性化 

1-4 若手研究者の育成 

 

●重点的に推進する調査研究として，基盤研究 5 野

及び総合研究 6ーマを実施し，調査研究の方針等

が設定する調査研究ごとの目的や成果等，評価

軸の観点等を達成  

1-1 標本資料に基づく実証的・継続的研究の推進 

1-2 分野横断的な総合研究の推進 

1-3 研究環境の活性化 

1-4 若手研究者の育成 

 

●研究分野等ごとに目標を掲げて行う実証的・継続

的研究として基盤研究 5 野を実施 

●分野横断的な総合研究 6ーマを実施 

●第 4 中期計画期間中の全国平均を上回る新規採

択率に向け，新規採択数を確保 

●日本学術振興会特別研究員・外国人特別研究

員，及び当館独自の特別研究生・外国人共同研

究者・外国人研修生を受入れ 

2-1 研究成果発表による当該研究分野への寄与 

2-2 国民に見えるかたちでの研究成果の還元 

 

●国立科学博物館の特色を生かし，国民に見える

かたちによる発信を重視するなど，研究活動の社

会への情報発信に関する評価軸の観点等を達成 

2-1 研究成果発表による当該研究分野への寄与 

2-2 国民に見えるかたちでの研究成果の還元 

 

●論文や学会における発表，国立科学博物館研究

報告・自然教育園報告等を刊行 

●国際シンポジウムの実施，ホームページを通じて
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研究成果を公開・提供，筑波地区でオープンラボ

を実施 

3-1 海外の博物館等との交流 

3-2 アジアの中核的拠点としての国際的活動の充  

  実 

●アジア・オセアニア地域において中核的な役割を

果たすなど，国際機関や海外の博物館等との共

同研究・交流等に関する評価軸の観点等を達成 

3-1 海外の博物館等との交流 

3-2 アジアの中核的拠点としての国際的活動の充

実 

 

●2019 年度 国際シンポジウム 

●ICOM 京都大会において，博物館や関係機関と連

携して，自然史及び科学技術の国際委員会のセ

ッションやオフサイトミーティング等の円滑な実施

に協力 

2 ナショナルコレクションの体系的構築及び人類共有の財産として将来にわたり継承するための標本資料収

集・保管事業 

1-1 ナショナルコレクションの体系的構築 

1-2 標本資料保管体制の整備 

1-3 標本資料情報の発信によるコレクションの活用

の促進 

 

●標本資料について，5 間で前中期目標期間の実

績（381,922 点）を上回る登録標本資料数の増加 

1-1 ナショナルコレクションの体系的構築 

1-2 標本資料保管体制の整備 

1-3 標本資料情報の発信によるコレクションの活用

の促進 

 

●第 3 中期目標期間の実績を上回る登録標本資料

数を増加  

●棟内の環境を継続的に監視し，最適な保管環境

の維持を継続 

2-1 全国的な標本資料・保存機関に関わる情報の

把握と発信 

2-2 標本資料情報発信による国際的な貢献 

2-3 標本資料のセーフティネット機能の拡充 

 

●標本・資料統合データベースについて，登録標本

レコードと画像情報を合わせて５年間で 40 万件を

加えて公開 

2-1 全国的な標本資料・保存機関に関わる情報の

把握と発信 

2-2 標本資料情報発信による国際的な貢献 

2-3 標本資料のセーフティネット機能の拡充 

 

●サイエンスミュージアムネット（S-net）の充実を図

るとともに，サイエンスミュージアムネットの情報の

利用を促進 

●重要科学技術史資料の登録 

●GBIF のアジア地域の活動に貢献 

3 国立科学博物館の資源と社会の様々なセクターとの協働による，人々の科学リテラシーの向上に資する

展示・学習支援事業  

1-1 地球・生命・科学技術に関する体系的な常設展

示等の運用・整備 

1-2 時宜を得た特別展・企画展及び巡回展示の実   

  施 

 

●入館者数等について，5 間で 800 万人を確保 

●展示事業について，特別展を年平均 2 程度実施，

企画展・巡回展示を年平均 25 回程度実施 

1-1 地球・生命・科学技術に関する体系的な常設展

示等の運用・整備 

1-2 時宜を得た特別展・企画展等の実施 

 

●「フロアガイド」「かはくのモノ語りワゴン」「親と子

のたんけんひろば コンパス」を実施 

●常設展示の将来構想と地球館Ⅱ期の改修計画に

関する基本計画を基に，改修の準備を実施 

●特別展を計 4 回実施予定 

●筑波実験植物園においては，企画展等を 8 程度

開催する。附属自然教育園においては，企画展

等を 5 回程度開催 
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●当館の知的・人的・物的資源を生かし，地域博物

館等と連携協働した展示を実施 

2-1 高度な専門性を生かした独自性のある事業等

の実施 

2-2 展示を活用した科学リテラシー涵養活動の開

発・普及 

2-3 知の循環を促す人材の養成 

2-4 学校との連携強化 

 

●学習支援事業について，年平均で 10 万人の参加

者数を確保 

2-1 高度な専門性を生かした独自性のある学習支

援事業等の実施 

2-2 展示を活用した科学リテラシー涵養活動の開

発・普及 

2-3 知の循環を促す人材の養成 

2-4 学校との連携強化 

 

●当館の研究者が指導者となることによる，高度な

専門性や，ナショナルセンターとしての機能を生か

した学習支援事業の実施 

●社会において知の循環を促す人材の養成，ボラン

ティアの養成・研修 

●学校連携促進事業の実施 

3-1 国内の博物館等との連携協働の強化 

3-2 戦略的な広報事業の展開 

 

●博物館等との連携協働事業について，５年間で前

中期目標期間実績以上の数の機関等と連携協働 

 

3-1 国内の博物館等との連携協働の強化 

3-2 戦略的な広報事業の展開 

 

●地域博物館等と連携した事業の企画・実施 

●科学系博物館等への助言や標本の貸出等の協

力 

●企業・地域との連携 

●直接広報の充実 ホームページや SNS の活用 

II 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

1 機動的で柔軟な業務運営の展開 

  

●一般管理費（15％以上の効率化） 

●業務経費（5％以上の効率化） 

1 機動的で柔軟な業務運営の展開 

 

●文化経済戦略に基づき，日本の博物館の更なる

魅力向上を図るため「博物館資源活用センター」

（仮称）を設置 

2 給与水準の適正化  2 給与水準の適正化 

3 経費の節減と財源の多様化  3 経費の節減と財源の多様化 

4 契約の点検・見直し  4 契約の点検・見直し 

5 保有資産の見直し等   5 保有資産の見直し等 

6 予算執行の効率化  

7 決算情報・セグメント情報の開示 6 決算情報・セグメント情報の開示 

III 予算(人件費の見積もりを含む。)，収支計画及び資金計画 

IV その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
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７持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

 

（１）ガバナンスの状況 

①主務大臣及び主務省令 

科学博物館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は，それぞれ文部科学大臣及び文部科学

省令となります。（国立科学博物館法第 14 条） 

 

②ガバナンス体制図 

ガバナンスの体制は以下のとおりです。なお，平成 26 年の独立行政法人通則法の一部改正等を踏ま

え，平成 27 年度より，「リスク管理規程」を整備し，当館の使命及び中期目標等の達成を阻害する要因（リ

スク）の分析及び評価を行っています。また，同時に「内部統制規程」を制定し，中期目標等に基づき法令

等を遵守しつつ業務を行い，科学博物館の使命を有効かつ効率的に果たすため，法人の長が組織内に

整備・運用する仕組み（内部統制システム）を設けています。また，内部統制機能の有効性チェックのため，

会計監査人の監査のほか，契約監視委員会など外部有識者を含めた委員会を設け，定期的なモニタリン

グ等を実施しております。詳細につきましては業務方法書をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立科学博物館のガバナンス体系図 

主務大臣 
独立行政法人 

評価制度委員会 

法人の長 会計監査人 監事 

目標案の 

諮問・答申等 

任 

命 

任 

命 
専 

任 

目
標
等
の 

指
示
等 

内部統制委員会 

契約監視委員会 

情報セキュリティ委員会 

理事 

（役員会等） 

各部・センター 

リスク管理委員会 
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（２）役員等の状況 

①役員の状況 

役職 氏名 任期 主な職業 

館長 林良博 
自平成29年4月1日 

至令和3年3月31日 

昭和50年 6月 東京大学医科学研究所助手 

昭和59年11月 〃〃助教授 

昭和62年11月 〃農学部助教授 

平成 2年 6月 〃〃教授 

平成 8年 4月 〃大学院農学生命科学研究科教授 

平成16年 4月 国立大学法人東京大学理事・副学長（平成17年3月まで） 

平成17年 4月 〃大学院農学生命科学研究科教授（平成22年3月まで） 

平成18年 4月 東京大学総合研究博物館長（平成22年3月まで） 

平成18年 4月 財団法人山階鳥類研究所副所長（平成22年3月まで） 

平成19年 4月 兵庫県森林動物研究センター所長（平成25年3月まで） 

平成22年 4月 東京農業大学農学部教授（平成25年3月まで） 

平成22年 4月 財団法人山階鳥類研究所所長（平成29年3月まで） 

平成25年 4月 独立行政法人国立科学博物館長 

平成25年 4月 兵庫県森林動物研究センター研究総括監 

平成29年 4月 財団法人山階鳥類研究所専務理事 

理事 匂坂克久 
自平成31年4月1日 

至令和3年3月31日 

昭和63年 4月 文部省大臣官房人事課総務班 

平成 5年 4月 文部省教育助成局教職員課免許係長 

平成 7年 7月 文部省大臣官房総務課課長補佐 

平成 8年 4月 北茨城市教育委員会事務局教育次長 

平成10年 4月 科学技術庁科学技術振興局国際課国際交流推進室長補佐 

平成11年 7月 OECD・科学技術産業局 

平成13年 7月 東京都教育委員会学務部都立高校改革推進担当課長 

平成15年 8月 文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課企画官 

平成17年 7月 内閣府沖縄振興局総務課企画官 

平成17年 9月 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構研究事業部長 

平成20年 4月 文化庁文化部国語課長 

平成22年 7月 文部科学省科学技術・学術政策局国際交流官 

平成24年 5月 内閣府政策統括官 

（科学技術政策・イノベーション担当）付参事官 

平成27年 4月 文化庁長官官房国際課長 

平成28年 6月 文部科学省大臣官房国際課長 

平成29年 4月 東京外語大学理事（兼）事務局長 

平成31年 4月 独立行政法人国立科学博物館理事 

（兼）副館長（役員出向）（兼）附属自然教育園長 

監事 

(非常

勤) 

髙山昌茂 

自平成27年4月1日 

至令和2年事業年度

財務諸表承認日 

昭和62年 9月 英和監査法人（アーサーアンダーセン会計事務所） 

平成 2年 2月 協和監査法人 

平成14年 4月 税理士法人協和会計事務所 

平成19年 1月 協和監査法人・税理士法人協和会計事務所代表社員(現職) 

平成27年 4月 独立行政法人国立科学博物館監事（非常勤） 

池田千絵 

自平成28年8月1日 

至令和2年事業年度

財務諸表承認日 

平成18年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属，名川・岡村法律事務所） 

平成28年 8月 独立行政法人国立科学博物館監事（非常勤） 

 

②会計監査人の名称 

 有限責任監査法人トーマツ 

 

（３）職員の状況 

常勤職員は令和 2 年 3 月 31 日現在，136 人（前年度比 11 人増，8.8 ％増）であり，平均年齢は 46.4 歳

（前年度末 46.7 歳）となっております。国等からの出向者は 9 人，民間からの出向者は 1 人，令和 2 年 3 月

31 日退職者は 3 人です。 

 



10 

 

（４）重要な施設等の整備等の状況 

当館は東京都台東区に本部を置くとともに，東京都港区及び茨城県つくば市に施設を所有しております。 

施設の概要は次頁のとおりです。 

名称／所在地 用途 敷地面積 建物延床面積 

上野本館 

（東京都台東区） 

展示・学習支援施設，本部事務所 13,223 ㎡（賃借） 33,612 ㎡（所有） 

附属自然教育園 

（東京都港区） 

自然林（展示・学習支援及び研究施

設） 

193,854 ㎡（所有） 1,953 ㎡（所有） 

筑波地区 

（茨城県つくば市） 

研究・資料収蔵施設，展示・学習支援

施設（筑波実験植物園 

140,022 ㎡（所有） 43,929 ㎡（所有） 

 

また，令和元年度に完成した主要施設は以下のとおりです。 

・附属自然教育園外周塀改修（194 百万円） 

 

（５）純資産の状況 

①資本金の状況 

(単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 68,044 - - 68,044 

資本金合計 68,044 - - 68,044 

 

②目的積立金の状況 

令和元年度は，目的積立金の申請を行っておりません。 

 

（６）財源の状況 

①財源（収入）の内訳（運営費交付金，国庫補助金，業務収入，その他） 

令和元年度の収入決算額は 4,315 百万円であり，内訳は以下のとおりです。 

(単位：百万円） 

区分 金額 構成比率 

運営費交付金 2,698 62.5% 

施設整備費補助金 410 9.5% 

その他補助金 27 0.6% 

入場料収入 751 17.4% 

その他収入 87 2.0% 

事業実施収入 176 4.1% 

外部資金 165 3.8% 

合計 4,315 100% 
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②自己収入に関する説明 

当館では，入場料収入として，751百万円の自己収入を得ています。これは，博物館の維持運営のための

やむを得ない必要対価として，来館者より頂いている入館料・入園料です。その他収入として，87 百万円の

自己収入を得ています。これは，館内におけるレストランやショップなどの運営委託業者から徴収している土

地建物貸付料等です。 

また，事業実施収入として 176 百万円の自己収入を得ています。これは，大学パートナーシップ加盟校か

ら頂いている会費 33 百万円，特別展会場等での物販業者から徴収している賃料 56 百万円，自動販売機設

置業者から徴収している歩合収入 23 百万円，当館の会員制度「友の会」へ加入された来館者から頂いてい

る友の会収入 20 百万円等から構成されています。 

外部資金 165 百万円の内訳は，受託事業・受託研究により得た収入 78 百万円，寄附金 60 百万円，科学

研究費補助金の間接経費 26 百万円です。 

 

（７）社会及び環境への配慮等の状況 

当館は，自然史科学に関する資料を収集し，資料に基づく調査・研究を行い，その成果を展示及び学習

支援活動を通じて広く公開することで，人々の科学リテラシーの向上に資することを使命の一つとしておりま

す。生物多様性等，環境問題に関連の深いテーマにかかる調査・研究を積極的に推進し，その成果を公衆

に還元することで，社会全体の環境への関心をより一層高める役割を担っています。 

また，事業実施にあたっては，毎年度，環境物品等の調達を推進するほか，電気使用量やコピー用紙等

の使用量の削減に努めております。 

 

（８）その他源泉の状況（法人の強みや基盤を維持・創出していくための源泉） 

国立科学博物館は，自然史及び科学技術史の中核的研究機関としてナショナルコレクションの構築を目

指し，現在 478 万点を超える貴重な標本資料を所蔵しています。これらの中には，学名の基となるタイプ標

本や重要文化財，世界的にも貴重な標本資料も含まれています。また，当館の研究者が国内外で調査研究

を行うことで，コレクションを更に充実させています。 

当館には，5 つの研究部（動物，植物，地学，人類，理工学）と 3 つの研究センター（産業技術史資料情報

センター，標本資料センター，分子生物多様性研究資料センター）があり，60 名を超える研究者を有していま

す。研究者は，標本資料に基づく研究や分野横断的なテーマを設定した研究などを行うとともに，これまでに

蓄積した研究成果を，最新の学説を交えながら，展示や学習支援事業に反映させ，人々の科学リテラシー

の向上を図っています。 

 

 

８業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

 

（１）リスク管理の状況 

「独立行政法人国立科学博物館リスク管理規程」（平成 27 年 12 月 18 日館長裁定）において，当館にお

けるリスクの定義，役職員等の責務，リスク管理体制，重大なリスクの発生への対応等を定めています。令

和元年度は，会計検査院の決算検査報告資料を活用し，リスク管理の観点から，当館においても同様の事
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態が起きないよう同規程第 5 条に定めるリスク管理委員会において周知徹底を図っています。 

情報セキュリティへの対応として，サイバー攻撃への防御力，攻撃に対する組織的対応能力の強化を図

るため，政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ，情報セキュリティ規程，情報セ

キュリティ対策基準の改定作業を行うとともに新任者等研修での情報セキュリティ研修や，e ラーニング教材

の配布，標的型メール攻撃訓練など，役職員等への研修を行っています。監査として脆弱性診断を行うとと

もに，館内における対策の実施状況についての点検を実施し，適切な情報セキュリティの確保を図っていま

す。 

また，令和元年度は，館内における新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として，主に以下の取組み

を実施しています。 

 ①来館者向けの感染拡大防止対策 

  ・令和 2 年 2 月 29 日から臨時休館を実施 

  ・来館者を対象とした行事等は中止又は延期 

 

 ②職員・スタッフ向けの感染拡大防止対策 

   ・入館に際してアルコール消毒の徹底及び検温の実施 

  ・マスク着用の励行 

   ・通勤時の感染リスクを減らすため，時差通勤の積極的な活用促進 

   ・対面による会議を避けるため，テレビ会議システムの積極的な活用促進 

   ・出張の自粛 

 

（２）業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

   中期目標に定める項目ごとにリスク因子，リスク発生原因，重要度及び予防策を策定しています。 

重要度は 1（低）から 4（高）でリスク評価をしています。 

中期目標等項目 リスク因子 リスク発生原因 重要度 予防策 

Ⅰ国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１．地球と生命の歴史，科学技術の歴史の解明を通じた社会的有用性の高い自然史体系・科学技術史体系の戦略的構築 

（１）自然史・科学技術史の中

核的研究機関としての研究の

推進 

基盤研究・総合研究

の質の低下 

・研究計画の妥当性が検証されて

いない 

・必要な体制整備がされていない 

・予算や人員が適切に配分されて

いない 

・スケジュールの過密化 

・必要な知識や技能を持った研究

補助者の不足 

・新たな研究分野への対応の不備 

４ ・研究計画の妥当性を日常的に

検証 

・適切な人員，予算配分 

・研究分野の点検と効率化 

・適切な研究補助者の確保と育成 

研究環境の悪化 ・設備更新の停滞 

・研究機器の整備不良 

３ ・設備更新のマスタープランの構

築 

・計画的な機器整備の実施 

若手研究者の育成

停滞 

・専門技術の継承不足 

・非常勤研究員の役割が明確でな

い 

・連携大学院制度が活用されてい

ない 

２ ・研究組織内の円滑なコミュニケ

ーション 

・研究者の指導能力の向上 

・連携大学院制度の積極的な活

用 

（２）研究活動の積極的な情報

発信 

研究成果発信の不

正 

・捏造，改ざん，盗用などによる論

文不正 

４ ・複数の目によるチェック 

・研究倫理教育の実施と受講状

況の確認 

研究成果の還元不

足 

・ニーズの把握が出来ていない 

・学習支援活動や展示づくりが重

要なことだという意識の欠如 

・特定の研究者への業務集中 

３ ・研究者の意識向上及び啓蒙 

・業務の適切な配分 

科学研究費補助金 ・挑戦的な研究テーマの減退 ３ ・研究テーマや分野の見直しと再
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採択率の低下 ・採択に向けた戦略不足 検討 

・情報収集等による戦略の構築 

（３）国際的な共同研究・交流 海外博物館等との

交流停滞 

・ニーズの把握が出来ていない 

・研究者の国際貢献への意識や

能力の不足 

・研究者と窓口担当者（事務）との

コミュニケーション不足 

・技術的貢献が充分に行えない 

２ ・意識の向上のための研修の実

施 

・研究者と窓口担当者の円滑なコ

ミュニケーション 

・交流のための柔軟な支出 

国際的活動（ＧＢＩＦ，

ＭＲＣ）の停滞 

・国際的プログラム，条約等に適

切に対応できていない 

２ ・国際的プログラム，条約等の把

握・不整合部分の改定交渉 

２．ナショナルコレクションの体系的構築及び人類共有の財産として将来にわたる継承 

（１）ナショナルコレクションの

構築 

体系的構築の停滞 ・構築の方針ができていない 

・体系的に構築するための設備不

足 

・標本整理登録作業を行う人材の

確保 

３ ・構築の方針を確立 

・対象分野の継続的見直し 

・構築方針を達成するための設備

の確保 

・人材の計画的育成，確保 

標本資料保管体制

の整備不足 

・データ管理が適切に行われてい

ない 

・利用を考えた収蔵庫内の整理整

頓不足 

・収蔵庫の経年劣化による収蔵環

境の悪化 

・収蔵資料の増加による収蔵スペ

ースの狭隘化 

４ ・データ管理の徹底 

・日常的な収蔵庫内の整理整頓 

・収蔵環境の定期的モニタリング

と定期的メンテナンス 

・適切な収蔵スペースの確保 

・人材の計画的育成，確保 

標本資料情報の発

信によるコレクション

の活用不足 

・データベース構築ができていな

い 

・データの喪失 

２ ・計画的なデータベース構築 

・データ管理の徹底（バックアップ

データの保存を含む） 

・人材の計画的育成，確保 

（２）全国的な標本資料情報の

収集と発信 

標本資料のセーフテ

ィネット機能停滞 

・国内のどこに危機的な標本が存

在するかの情報が不足 

・大量の標本を適切に選別する人

材の確保 

・セーフティネット機能を果たす上

での基本的設備の不足 

・受け入れスペースの不足 

・大規模災害等での大量受け入れ

の際の準備不足 

２ ・国内の情報把握 

・受け入れスペースの確保 

・人材の計画的育成，確保 

３．国立科学博物館の資源と社会の様々なセクターとの連携協働による，人々の科学リテラシーの向上 

（１）魅力ある展示事業の実施 体系的な常設展示

等の運用・整備不足 

・研究成果の反映ができていない 

・標本を効果的に活用できていな

い 

・来館者のニーズに応えられない 

・故障した展示装置の修理が遅れ

る 

４ ・研究成果，標本の効果的な活用 

・満足度調査の実施，分析，反映 

・展示装置の破損等へ早急に対

応できる体制の整備 

時宜を得た特別展・

企画展及び巡回展

が実施できない 

・特定のテーマに偏る，あるいはテ

ーマが決まらない 

・蓄積してきた知的・人的・物的資

源等を活用できていない 

・共催者，巡回先が見つからない 

・共催相手との契約上のトラブル

が発生する 

４ ・多様化した顧客層に配慮し，多

様な切り口により展示テーマ，展

示手法を工夫する。 

・事務職員と研究者の密な連携 

・共催者や研究機関，地方博物館

との良好な関係の構築 

・研究機関とのネットワーク及びマ

スコミ等との間で培われてきた連

携協力関係を強化する。                     

・空白期間に備え自主企画のテ

ーマを常に確保する。 

・積極的な情報発信 

（２）社会の多様な人々の科学

リテラシーを高める学習支援

事業の実施 

独自性のある事業

等の停滞，質の低下 

・事業実施に必要となる高度な専

門性を継承できていない 

・学会等の協力を得られない 

・指導者の確保ができない 

・学習支援活動時の事故の発生 

・他の科学系博物館と類似の事業

が多い 

４ ・事務職員と研究職員の密な連携 

・学習プログラムの計画的な開発

と実施 

・学会等との良好な関係の構築 

・職員に加え，ボランティア等によ

る指導実施体制の整備等を通し

て指導者を確保 

・危険箇所等の洗い出し，予防対

策の実施，発生時の対応想定 

・他の科学系博物館の情報やニ

ーズ・シーズの把握 

科学リテラシー涵養 ・展示を活用した科学リテラシー涵 ３ ・展示を活用した学習プログラム
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活動の停滞 養活動の開発ができていない 

・全国の科学系博物館等のネット

ワークを効果的に活用できていな

い 

・学習支援活動に関する情報の集

積，発信不足 

の計画的な開発と実施 

・科学系博物館ネットワークを活

用した学習支援活動の情報集

積・発信 

知の循環を促す人

材養成の停滞 

・サイエンスコミュニケーションを担

う人材の養成，研修ができていな

い 

３ ・計画的な人材養成事業，研修の

実施 

・他の科学系博物館の情報やニ

ーズ･シーズの把握 

学校との連携不足 ・学校と博物館が効果的に連携で

きる学習プログラムが開発できて

いない 

・教員のための博物館の日に関す

るノウハウの欠如 

３ ・教員と協力した学習プログラム

の計画的な開発と実施 

・科博に加え点他館を含めた学校

連携の情報の収集と発信 

（３）社会の様々なセクターを

つなぐ連携協働事業・広報事

業の実施 

国内の博物館等と

の連携協働不足 

・国内の博物館等との情報共有が

できていない 

・蓄積してきた知的・人的・物的資

源等を活用できていない 

３ ・他の博物館の情報把握 

・地方博物館等とのネットワーク

充実 

・当館が蓄積する資源の発信 

戦略的な広報事業

の停滞 

・職員や内部で働く者による不適

切な情報発信，発言等 

・ネット上等での攻撃的な誹謗・中

傷等 

・不祥事や事故等によるブランドイ

メージの低下 

・全館的な広報戦略を検討する場

が不在（個々の意見が跋扈） 

・ターゲットが不明瞭な状況下での

種々の広報媒体の利用 

３ ・職員等の SNS を中心としたイン

ターネットリテラシーの向上 

・クレイマー等への適切な対応 

・不祥事等が起きた場合の情報

開示を含めた適切な対応 

・全館的な広報戦略を検討する場

の設定 

・エビデンスに基づく適切なターゲ

ットと媒体の設定 

Ⅱ業務運営の効率化に関する事項 

１．運営の改善 非効率な業務 ・部署間の連携不足で重複した業

務が多い 

・研究者に対する事務処理手続き

の周知不足により事務職員の負

担が増大 

・業務が一部の人間に偏る 

・類似のイベント，行事が多い 

・目的が不明確な会議の開催 

・外発的動機による事業内容の変

更 

３ ・部署間の密な連携 

・業務の適切な配分 

・会議開催の必要性を確認 

・外発的動機との整合性を整理す

るための運営（特に入館者の動

向）に関するデータの収集・分析 

２．給与水準の適正化 給与水準の不適正 ・国家公務員の給与水準が考慮さ

れていない 

３ ・給与水準への適切な反映 

３．契約の適正化 契約の不適正 ・預け金，プール金（カラ出張，カラ

謝金），書類の書き換えなどによる

会計不正 

４ ・物品検収の徹底 

・出張の事実確認の徹底 

・労務の事実確認の徹底 

不要資産の保有 ・保有についての見直しがされて

いない 

３ ・保有資産の不断の見直し 

４．予算執行の効率化 非効率な予算執行 ・業務達成基準に基づいた予算と

実績の管理ができていない 

３ ・適切な予算管理 

Ⅲ財務内容の改善に関する事項 

１．自己収入等の確保 自己収入等の低下 ・多様な財源確保のための戦略的

な見直しがされていない 

・計画的な収支計画が作成されて

いない 

３ ・他館の状況の把握 

・ファンドレイザーの仕組みの構

築 

・計画的な収支計画の作成 

２．決算情報・セグメント情報

の充実等 

決算情報・セグメント

情報の不備 

・財務内容等の透明性が図られて

いない 

・当館の活動内容が政府，国民に

対して分かりやすく示されていな

い 

３ ・透明性の図られた財務諸表の

作成と当館 HP 等への財務諸表

の掲載 

３．運営費交付金債務残高の

解消 

運営費交付金債務

の残存 

・運営費交付金債務の発生原因

について分析がされていない 

３ ・財務諸表等の適切な分析 

４．経費の節減 経費の増大 ・効果的な施設運営や共同調達等

が行われていない 

３ ・近隣施設との効果的な共同調達

等の実施 

・職員のコスト意識向上 

Ⅳその他業務運営に関する重要事項 

１．法令遵守等内部統制の充

実 

内部管理体制の不

備 

・倫理，コンプライアンス研修の不

足 

３ ・上司と部下の円滑なコミュニケ

ーション 
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・リスク管理に関する職員の意識

が低く，リスクを把握できていな

い。 

・管理職から部下への周知漏れ 

・内部監査が機能していない 

・館長の意思が周知されない 

・適切かつ効果的な会議が運営さ

れない 

・職員の意識向上 

・サイボウズやテレビ会議システ

ムなど ICT の活用 

・計画的な会議の開催 

・日常的監査を行う仕組みの構築 

２．情報セキュリティへの対応 情報セキュリティへ

の対応不足 

・情報セキュリティポリシーに基づ

く情報セキュリティ対策が講じられ

ていない 

・サイバー攻撃に対する組織的対

応力の強化が図られていない 

４ ・情報セキュリティ対策の適切な

運用 

・職員への研修，教育 

３．人事に関する計画 計画的な人材確保

の停滞 

・大学等との積極的な人事交流が

できていない 

・将来を見据えた人事計画ができ

ていない 

３ ・将来を見据えた人事計画の作成 

４．施設・設備整備 施設・設備整備の停

滞 

・新たな研究成果やニーズ等を展

示内容等に反映できていない 

・安全で快適な観覧環境を提供で

きていない 

・長期的な展望に立った施設・設

備整備計画の不備 

４ ・施設・設備整備計画の不断の見

直し 

 

 

９業績の適正な評価の前提情報 

 

当館は個別法により，「博物館を設置して，自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関す

る調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集，保管及び公衆への供覧等を行うことにより，自然科学

及び社会教育の振興を図ることを目的とする」と定められており，中期目標においても，上記に対応する「調

査・研究事業」，「収集・保管事業」，「展示・学習支援事業」を一定の事業等のまとまりとしていますが，これ

らは相互に関連し一体として推進されるべきものであります。主なスキームは以下のとおりです。 
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１０業務の成果と使用した資源との対比 

 

（１）令和元年度の業務実績とその自己評価 

令和元年度は年度計画及び第４期中期計画に沿って，国民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上について，適切に取り組み総合的にみて本中期目標の達成に向け，適切な業務運営を行ってまい

りました。 

各業務（セグメント）毎の具体的な取り組み結果と行政コストとの関係の概要については次のとおりです。 

   詳細は業務の実績に関する評価をご覧ください。 

 

令和元年度項目別評定総括表 

※評価区分 

Ｓ:所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる 

A:所期の目標を上回る成果が得られている。  

B:所期の目標を達成している。  

C:所期の目標を下回っており，改善を要する。  

D:所期の目標を下回っており，業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 

項   目 評 価 行政コスト 

Ⅰ国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

1 地球と生命の歴史，科学技術の歴史の解明を通じた社会的有用性の高い自然

史体系・科学技術史体系の戦略的構築  
A  

自然史・科学技術史の中核的研究機関としての研究の推進 - 

2,180 百万円 研究活動の積極的な情報発信 - 

国際的な共同研究・交流 - 

2 ナショナルコレクションの体系的構築及び人類共有の財産としての将来にわた

る継承 
A  

ナショナルコレクションの構築 - 
793 百万円 

全国的な標本資料情報の収集と発信 - 

3 国立科学博物館の資源と社会の様々なセクターとの協働による，人々の科学リ

テラシーの向上 
S  

魅力ある展示事業の実施 - 

2,215 百万円 社会の多様な人々の科学リテラシーを高める学習支援事業の実施 - 

社会の様々なセクターをつなぐ連携協働事業・広報事業の実施 - 

II 業務運営の効率化に関する事項 

1 運営の改善 

B  
2 給与水準の適正化 

3 契約の適正化 

4 予算執行の効率化 

III 財務内容の改善に関する事項 

1 自己収入等の確保 

B   
2 決算情報・セグメント情報の充実等 

3 運営費交付金債務残高の解消 

4 経費の節減 

IV その他の事項 

1 法令遵守等内部統制の充実 

B   
2 情報セキュリティへの対応 

3 人事に関する計画 

4 施設・設備整備 

法人共通 671 百万円 

合計 5,859 百万円 
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（２）当中期目標期間における主務大臣による過年度の総合評定の状況 

 

S:中期目標管理法人の活動により，全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られてい

ると認められる。  

A:中期目標管理法人の活動により，全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。  

B:全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。  

C:全体として中期計画における所期の目標を下回っており，改善を要する。  

D:全体として中期計画における所期の目標を下回っており，業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。  

 

 

１１予算と決算との対比 

 

詳細は決算報告書をご覧ください。 

（単位：百万円） 

区分 予算 決算 差額理由 

収入    

運営費交付金 2,698 2,698  

入場料等収入 589 1,180 注 1) 

施設整備費補助金 0 410 注 2) 

補助金等 0 27 注 2) 

合計 3,287 4,315  

支出    

業務経費 1,702 2,400 注 3) 

一般管理費 523 519  

人件費 1,062 1,135 注 4) 

施設整備費 0 378 注 2) 

補助金等 0 27 注 2) 

合計 3,287 4,459  

 

注 1)入場料収入が予算を上回ったこと，外部資金（寄附金，受託収入等）等の運営費交付金算定対象外の収入があるため。 

注 2)施設整備費補助金，補助金等については，年度計画策定段階で見込んでいないため。 

注 3)前事業年度からの繰越金による執行及び，予算を上回る自己収入にて設備の修繕・保守等，法人の運営上必要な業 

務を実施したため。 

注 4)組織改編による人員増があったため。 

 

区 分 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

評定 A A A ➖ ➖ 
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１２財務諸表 

 

要約した財務諸表は以下のとおりです。詳細は財務諸表をご覧ください。 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。 

 

①貸借対照表 

（単位：百万円） 

資産の部 負債の部 

Ⅰ流動資産 1,496 Ⅰ流動負債 1,598 

現金及び預金(*1) 872 運営費交付金債務 630 
未収金 521 未払金 589 

その他 103 その他 379 

  Ⅱ固定負債 2,579 

Ⅱ固定資産 69,523 資産見返負債 1,608 

 

１有形固定資産 

68,549 引当金 895 

建物，土地 62,936 その他 76 

収蔵品 3,804   

その他 1,809 負債合計 4,178 

２ 無形固定資産等 79 純資産の部(*2) 

３ 投資その他の資産 895 Ⅰ資本金(政府出資金) 68,044 

  Ⅱ資本剰余金 ▲1,226 

  Ⅲ利益剰余金 23 

    

  純資産合計 66,841 

資産合計 71,019 負債・純資産合計 71,019 

 

 

②行政コスト計算書 

（単位：百万円） 

区分 金額 

Ⅰ損益計算書上の費用 4,969 

博物館業務費(*3) 3,376 

一般管理費(*3) 523 

受託研究費(*3) 78 

臨時損失(*4) 992 

Ⅱその他行政コスト(*5) 890 

減価償却相当額 868 

除売却差額相当額 22 

Ⅲ行政コスト 5,859 
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③損益計算書 

 （単位：百万円） 

経常費用(*3) 3,977 

博物館業務費 3,376 

人件費 1,499 

博物館業務経費 1,700 

減価償却費 178 

一般管理費 523 

人件費 269 

博物館管理経費 173 

減価償却費 81 

受託研究費 78 

人件費 1 

博物館受託研究経費 77 

経常収益 3,996 

運営費交付金収益 2,367 

入場料収入 751 

資産見返負債戻入 224 

その他 654 

臨時損失(*4) 992 

臨時利益 993 

当期総利益(*6) 21 

 

 ④純資産変動計算書 

   （単位：百万円） 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 純資産合計 

当期首残高 68,044 ▲ 767 3 67,280 

当期変動額 0 ▲ 459 21 ▲ 439 

その他行政コスト(*5) 0 ▲ 890 0 ▲ 890 

当期総利益(*6) 0 0 21 21 

その他 0 431 0 431 

当期末残高(*2) 68,044 ▲ 1,226 23 66,841 

 

⑤キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

区分 金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー 184 

人件費支出 ▲ 1,711 

博物館業務支出 ▲ 1,884 

科学研究費補助金支出 ▲ 118 

その他の業務支出 ▲ 89 

運営費交付金収入 2,698 

入場料収入 753 

その他収入 535 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー ▲767 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー ▲30 

Ⅳ資金増加額 ▲ 613 

Ⅴ資金期首残高 1,485 

Ⅵ資金期末残高(*7) 872 
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(参考)資金期末残高と現金及び預金との関係 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金期末残高(*7) 872 

定期預金 0 

現金及び預金(*1) 872 

 

 

１３財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報 

 

（１）各財務諸表の概要 

①貸借対照表 

令和元年度末の資産残高は 71,019 百万円となっており，その大層は建物・土地，収蔵品等の固定資産

です。 

負債残高は 4,178 百万円となっており，これは，運営費交付金等で取得した固定資産の期末残高に対

応する資産見返負債（1,608 百万円），将来給付に備えた引当金（997 百万円），運営費交付金債務及び

預り寄附金（786 百万円），未払金（589 百万円）等です。 

純資産の残高は 66,841 百万円となっており，大層が政府出資金です。 

 

②行政コスト計算書 

損益計算書上の費用に，損益計算書に計上されない特定償却資産等の減価償却及び除売却差額に

相当する額を加えた行政コストは 5,859 百万円となっております。 

なお，上記コストから自己収入を控除し，機会費用を加えた当館の業務運営に関して国民の負担に帰

せられるコストは 4,897 百万円となっております。 

 

③損益計算書 

経常費用は 3,977 百万円，経常収益は 3,996 百万円であり，当期総利益は 21 百万円となっております。 

臨時損失が 992 百万円，臨時利益が 993 百万円となっておりますが，この大層は独立行政法人会計基

準の改訂により当期首に計上した退職給付費用及び対応する見返収益となっております。 

当期総利益の大きな要因は，一部期間進行基準を採用している運営費交付金収益及び，自己収入の

増によるものです。 

 

④純資産変動計算書 

資本剰余金は，固定資産の取得による 431 百万円の増，固定資産の減価償却及び除却による 890 百

万円の減により，▲1,226 百万円となっております。利益剰余金は，当期総利益による 21 百万円の増によ

り 23 百万円となっております。純資産全体では，439 百万円の減となり，純資産の残高は 66,841 百万円

となっております。 
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⑤キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フローは，入場料収入の増等により，184 百万円の資金増加となっておりま

す。投資活動によるキャッシュ・フローは，固定資産の取得により 767 百万円の資金減少となっております。

財務活動によるキャッシュ・フローは，リース債務の返済により 30 百万円の資金減少となっております。 

これらにより 613 百万円の資金減少となり，資金期末残高は 872 百万円となりました。 

 

 

（２）財政状態及び運営状況について 

当館の業務運営は概ね順調に進捗しており，（１）に記載のとおり令和元年度の財政状況には大きな問題

はないものの，新型コロナウィルスの影響により，翌事業年度の自己収入は，大幅な減少が見込まれます。

当館の使命を果たすため，適切かつ効果的な資源配分を実施するとともに，多角的な資金獲得の推進，よ

り一層の経費の節減に努めて参ります。 

 

 

１４内部統制の運用に関する情報 

 

   国立科学博物館は，役員（監事を除く。）の職務の執行が独立行政法人通則法，独立行政法人国立科学

博物館法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保す

るための体制の整備に関する事項を業務方法書に定めておりますが，財務に係る主な項目とその実施状況

は次のとおりです。 

 

＜内部統制の推進に関する事項（業務方法書第 21 条）＞ 

国立科学博物館に対する社会的信頼を確保し，国立科学博物館の使命と社会的責任を果たすため，国

立科学博物館における内部統制の整備及びその推進のために必要な事項を定めることを目的として，独立

行政法人国立科学博物館内部統制規程を定めています。同規程に基づき，内部統制担当役員，内部統制

推進責任者及び内部統制推進部門を定めています。また，内部統制に関する取組みについて検討，審議等

を行うため，内部統制委員会を設置しています。 

 

＜監事及び監事監査・内部監査に関する事項（業務方法書第 25 条，26 条）＞ 

監事は，国立科学博物館の業務及び会計について監査を行います。監査終了後，監査報告書を作成し，

監査の結果に基づき必要があると認めるときは，館長または主務大臣に意見を提出することができます。 

また，館長は，国立科学博物館における会計の状況について，適法性及び合理性の観点から公正不変

かつ客観的な立場で検討及び評価を行い，もって，会計処理の適正化と業務運営の効率化を図ることを目

的として，職員に対して内部監査を行わせております。職員は，監査報告書を作成し館長へ報告することと

なっており，令和元年度の財務に関する内部監査は，監査年度計画書に従い，適切に実施されたことを確

認しています。 

 

<入札及び契約に関する事項（業務方法書第 28 条）> 

国立科学博物館における契約にかかる報告を受け，審査を行い，契約の適正化に関して契約担当役に
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対して意見の具申を行う契約監視委員会を設置しております。委員会は，監事及び外部有識者から構成さ

れており，原則，年１回開催しております。 

 

<予算の適正な配分（業務方法書第 29 条）> 

運営費交付金を原資とする予算の配分が適正に実施されることを確保するための体制整備及び評価結

果を法人内部の予算配分等に活用する仕組みとして，「国立科学博物館の運営費交付金に関する取扱要

項」を定めております。また，国立科学博物館の運営に関し適正かつ円滑な執行を図ることを目的に設置さ

れている部長会議において，予算の適切な配分が審議されております。 

 

 

１５法人の基本情報 

 

（１）沿革 

明 10.1 文部省教育博物館 

明 14.7 文部省東京教育博物館 

明 22.7 高等師範学校附属東京博物館 

大  3.6 文部省東京教育博物館 

大 10.6 文部省東京博物館 

昭  6.2 文部省東京科学博物館 

昭 24.6 文部省国立科学博物館 

平 13.1 文部科学省国立科学博物館 

平 13.4 独立行政法人国立科学博物館 

 

（２）設立に係る根拠法 

独立行政法人国立科学博物館法（平成 11 年法律第 172 号） 

 

（３）主務大臣（主務省所管課） 

文部科学大臣（文化庁企画調整課） 
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（４）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）事務所の所在地 

名称 所在地 

国立科学博物館上野本館 東京都台東区上野公園7番20号 

筑波地区（筑波研究施設・筑波実験植物園） 茨城県つくば市天久保四丁目1番1号 

附属自然教育園 東京都港区白金台五丁目21番5号 

 

（６）主要な特定関連会社等の状況 

関連公益法人等への該当が一者あります。詳細は財務諸表をご覧ください。 

名称 業務の概要 独立行政法人との関係 

一般財団法人 

全国科学博物館振興財団 

科学博物館に必要な学

術資料の収集，製作及

び研究等 

独立行政法人会計基準第 129「関連公益法人等の範

囲」における，理事等のうち当館の役職員経験者の占

める割合が三分の一以上である関連公益法人等 

 

 

館 長 

評議員会 

監 事 

経営委員会 

経営管理部 

事業推進部 

地学研究部 

 

植物研究部 

 

人類研究部 

 
理工学研究部 

 

昭和記念筑波研究資料館 

 
附属自然教育園 

 

筑波実験植物園 

 

産業技術史資料情報センター 

 
標本資料センター 

 

動物研究部 

 

理 事 

分子生物多様性研究資料センター 

 

研究調整役 

監査室 

科学系博物館イノベーションセンター 
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（７）主要な財務データの経年比較 

 

（８）翌事業年度の予算，収支計画及び資金計画 

  詳細は年度計画をご覧ください。 

①予算 

 （単位：百万円） 

区別 合計 

収入  

運営費交付金 2,732 

施設整備費補助金 133 

入場料等収入 710 

計 3,575 

支出  

業務経費 1,824 

展示事業費 869 

調査研究事業費 375 

学習支援事業費 331 

収集保管事業 249 

施設整備費 133 

一般管理費 555 

人件費 1,063 

計 3,575 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）  

区分 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 

資産 73,735 72,308 71,647 70,597 71,019 

負債 2,761 2,813 3,261 3,317 4,178 

純資産 70,975 69,496 68,386 67,280 66,841 

行政コスト - - - - 5,859 

経常費用 3,679 3,473 3,534 3,751 3,977 

経常収益 3,748 3,444 3,570 3,758 3,996 

当期総利益 69 ▲36 33 6 21 



25 

 

②収支計画 

 （単位：百万円） 

区別 合計 

費用の部 3,322 

経常費用 3,322 

展示事業費 751 

調査研究事業費 311 

学習支援事業費 265 

収集保管事業費 181 

一般管理費 495 

人件費 1,063 

減価償却費 256 

収益の部 3,322 

運営費交付金収益 2,356 

入場料等収入 710 

資産見返負債戻入 256 

純利益 0 

目的積立金取崩額 0 

総利益 0 

 

③資金計画 

 （単位：百万円） 

区別 合計 

資金支出 3,575 

業務活動による支出 3,066 

投資活動による支出 509 

次期中期目標の期間への繰越金 0 

資金収入 3,575 

業務活動による収入 3,442 

運営費交付金による収入 2,732 

その他の収入 710 

投資活動による収入 133 

施設整備費による収入 133 

前期中期目標の期間よりの繰越金 0 
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１６参考情報 

 

（１）要約した財務諸表の科目の説明 

①貸借対照表 

現金及び預金：現金及び預金であって，貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に期限の到来しない

預金を除くもの 

有形固定資産：土地，建物，機械装置，車両，工具，収蔵品，建設仮勘定など独立行政法人が長期にわ

たって使用または利用する有形の固定資産 

無形固定資産：ソフトウェア，コンテンツなど，独立行政法人が長期にわたって使用または利用する無形

の固定資産 

投資その他の資産：退職給付引当金の見返勘定 

運営費交付金債務：独立行政法人の業務を実施するために国から交付された運営費交付金のうち，未実

施の部分に該当する債務残高 

その他（流動負債）：賃金等の未払費用，預り金，賞与引当金等 

資産見返負債：中期計画の想定の範囲内で，運営費交付金により，又は補助金等の交付の目的に従い，

若しくは寄附金により寄附者の意図等に従い償却資産を取得した場合に計上される負債 

引当金：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上するもので，賞与引当金，

退職給付引当金等が該当 

その他（固定負債）：長期リース債務等 

政府出資金：国からの出資金であり，独立行政法人の財産的基礎を構成 

資本剰余金：国から交付された施設費や寄附金などを財源として取得した資産で独立行政法人の財産的

基礎を構成するもの 

利益剰余金：独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額 

 

②行政コスト計算書 

損益計算書上の費用 ： 損益計算書における経常費用，臨時損失等 

その他行政コスト ： 政府出資金や国から交付された施設費等を財源として取得した資産の減少に対応

する，独立行政法人の実質的な会計上の財産的基礎の減少の程度を表すもの 

行政コスト ： 独立行政法人のアウトプットを産み出すために使用したフルコストの性格を有するとともに，

独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの算定基礎を示す指標として

の性格を有するもの 

 

③損益計算書 

人件費：給料，賞与，法定福利費等，独立行政法人の職員等に要する経費 

博物館業務経費：独立行政法人の業務に要した費用 

博物館管理経費：独立行政法人の管理に要した費用 

博物館受託研究経費：外部からの受託研究の業務に要した費用 

減価償却費：業務に要する固定資産の取得原価を，その耐用年数にわたって費用として配分する経費 

運営費交付金収益：国からの運営費交付金のうち，当期の収益として認識した収益 
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入場料収入：上野本館，筑波実験植物園及び附属自然教育園の入館・入園料収入 

資産見返負債戻入：固定資産の減価償却額について資産見返勘定を取崩した収益 

臨時損失：固定資産の除却損等が該当（当年度は，会計基準の改定により当期期首に計上した退職給付

費用が計上されている） 

臨時利益：資産見返運営費交付金戻入等が該当（当年度は，会計基準の改定により当期期首に計上した

退職給付費用に対応する見返収益が計上されている） 

当期総利益 ： 独立行政法人通則法第４４条の利益処分の対象となる利益であって，独立行政法人の財

務面の経営努力の算定基礎を示す指標としての性格を有するもの 

 

⑤純資産変動計算書 

当期末残高 ： 貸借対照表の純資産の部に記載されている残高 

 

⑥キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー：独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表し，サービ

スの提供等による収入，原材料，商品又はサービスの購入による支出，人件費支出等が該当 

投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金

の状態を表し，固定資産の取得・売却等による収入・支出が該当 

財務活動によるキャッシュ・フロー：借入・返済による収入・支出等，資金の調達及び返済などが該当 
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（２）その他公表資料等との関係の説明 

●国立科学博物館のホームページや SNS では，国立科学博物館の御案内，展示やイベントなどの情報の他，

研究・各業務を通じて得られた知見や情報発信をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公式ホームページ                                      Facebook アカウント 

https://www.kahaku.go.jp        https://www.facebook.com/NationalMuseumofNatureandScience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter アカウント                                        Instagram アカウント 

https://twitter.com/museum_kahaku                          https://www.instagram.com/kahaku_nmns 

 

●パンフレット・刊行物 
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